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2025 年の最新税務ホットトピックスに関する Q&A 

2025 年の租税政策の継続的な最適化と調整が進む中、企業の税務コンプライアンス管理は新たな

変革と課題に直面している。租税優遇措置の拡充、租税政策のさらなる規範化、および租税に関す

る法制度整備の加速が、2025 年度の注目ポイントとなっている。本報告書は、企業が広く関心を寄

せる主要な税務課題を中心に、最新の政策動向や実務事例を踏まえ、Q&A 形式で 2025 年の税務ホ

ットトピックスを解説し、企業に先見的な洞察と実務ガイダンスを提供することを目的としている。 

一、 企業所得税政策 

1. 外国投資者が配当利益を用いて直接投資する場合の税額控除政策の主な内容は何か？また、 

企業はどのようにこの優遇措置を享受できるか？ 

回答： 

2018 年、財政部および国家税務総局が「財税〔2018〕102 号」を公布し、外国投資者が配当利益

を用いて直接投資する場合、当該配当利益に係る源泉所得税の納税義務を一時的に見送る（課税繰

延）ことを規定した。また、外資の長期投資をさらに促進し、産業のアップグレードを図る観点か

ら、財政部、国家税務総局、商務部は 2025 年 6 月 30 日に、「財政部・国家税務総局・商務部公告

2025 年第 2 号」（以下、「2 号公告」）を共同で公布した。同公告によれば、外国投資者が配当利益を、

中国国内において要件を満たす再投資に充てる場合、税額控除優遇措置を適用することができる。 

 

「財税〔2018〕102 号」による課税繰延（中国国内で取得した配当利益の再投資について、配当

金所得にかかる源泉所得税を一時的に見送ること）に加え、2025 年 1 月 1 日から 2028 年 12 月 31

日までの期間に配当利益を用いて直接再投資する場合、要件を満たす場合は、投資額の 10%に相当

する金額（または投資額に適用可能な租税条約上のより低い税率を乗じた金額）について、再投資

日以降に中国の利益分配企業から外国投資者が取得する配当金、利息、ロイヤリティ等の所得に係

る納付税額から控除することができる。控除しきれない残額については、翌年度以降へ繰り越すこ

とが認められる。 
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➢ 主な政策内容 

 

出所：「2 号公告」に基づき、上海徳勤税務師事務所有限公司大連分所整理 

 

➢ 適用事例 

 

出所：「2 号公告」に基づき、上海徳勤税務師事務所有限公司大連分所整理 
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➢ 政策の適用プロセス 

出所：「2 号公告」と「国家税務総局公告 2018 年第 53 号」に基づき、上海徳勤税務師事務所有限公司大連分所整理 

 

2. 省エネ・節水、環境保護、安全生産専用設備への投資およびスマート化改造などに関する費用

について、企業所得税の優遇措置はあるか？ 

回答： 

中国は企業の環境保護、省エネ、安全生産への投資を拡大するよう奨励するため、複数の優遇政

策を導入している。企業所得税法およびその実施条例では、環境保護、省エネ・節水、安全生産な

どに使用する専用設備（以下「専用設備」）の取得価額の 10%に相当する金額を当年度の納付税額か

ら控除できると規定している。当年度に控除しきれない分については、翌年度以降へ繰り越すこと

ができるが、繰り越し期間は最長 5 年とする。1 

 

財政部、国家税務総局が 2024年 7月 12日に共同で発表した「財政部・国家税務総局公告 2024年

第 9 号」は、専用設備のデジタル化・スマート化改造に係る投資（以下「改造投資」）に関する企業

所得税の優遇措置をさらに明確化している。その主な内容は以下のとおりである。 

 
1企業は、上記に規定された専用設備を実際に購入し、自ら実際に使用しなければならない。企業が購入した上記専用設備を 5 年以内に譲

渡または賃貸した場合、企業所得税の優遇措置の享受を停止し、既に控除された企業所得税を補填しなければならない。（下記は同様） 
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政策内容 設備要件 改造内容 管理要件 

 2024 年 1 月 1 日

から 2027年 12月

31 日までの期間

に発生した専用

設備改造への投

資額のうち、当

該専用設備取得

時の課税基準額の

50%を超えない

部分は、 10%の

割合で当年度の

納付税額から控

除できる。2 

 当年度の納付税

額から控除しき

れない分は、翌

年度以降へ繰り

越すことができ

るが、繰り越し

期間は最長 5 年と

する。3 

 改造対象となる設備

は以下の目録に適合

しなければならな

い。改造後も引き続

きこれらの目録要件

を満たす必要があ

り、そうでない場合

は優遇措置を受ける

ことができない。 

 「安全生産専用設

備企業所得税優遇

目 録 （ 2018 年

版 ）」（ 財 税

〔2018〕84 号） 

 「省エネ・節水お

よび環境保護専用

設備企業所得税優

遇目録（ 2017 年

版 ）」（ 財 税

〔2017〕71 号） 

 データ収集、 

データ伝送・ 

保存、データ 

分析、スマート

制御、デジタル

セキュリティと

保護、その他国

務院財政・税務

主管部門が認定

する改造項目。 

 改造投資については個

別に会計処理し、各費

用を正確かつ合理的に

集計しなければならな

い。企業が一つの課税

年度内に複数の専用設

備を改造する場合、関

連費用を別々に集計し

なければならない 

（区分できない場合は

優遇措置を適用できな

い）。 

 事前に専用設備のデジ

タル化・スマート化改

造計画を策定するか、

技術契約認定登録機関

に登録された技術開発

契約書または技術サー

ビス契約書を取得し、

検査に備えるよう関連

資料を保存する。 

前述の専用設備投資および改造費用が税額控除優遇措置の適用対象となるほか、関連規定に適合

する場合、固定資産の単価が 500 万元を超えない場合は、当年度の原価・費用に一括して計上し、

課税所得額の計算時に控除することが認められる。また、省エネ・環境保護・安全設備のスマート

化改造に伴う技術研究開発活動については、要件を満たす場合、研究開発費用の追加控除優遇政策

を適用することができる。 

 

 

 

 
2 企業が財政資金を利用して行う専用設備のデジタル化・スマート化改造への投資は、当年度の企業所得税の納税額から控除することはで

きない。 

3 注 1と同様 
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3. 2025 年の企業所得税予定納税申告書にどのような変更があるか？ 

回答： 

2025 年 7 月 7 日、国家税務総局は「国家税務総局公告 2025 年第 17 号」を公表し、企業所得税予

定納税申告書を改正した。主な改正内容は以下のとおりである。 

➢ 「中華人民共和国企業所得税月次（四半期）予定納税申告書（A 類）」（A200000） 

 

出所：「国家税務総局公告 2025 年第 17 号」に基づき、上海徳勤税務師事務所有限公司大連分所整理 

 

➢ 「企業所得税一括納税総分機構所得税分配表」（A202000） 

 

出所：「国家税務総局公告 2025 年第 17 号」に基づき、上海徳勤税務師事務所有限公司大連分所整理 
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二、 増値税政策 

 

4. 現行政策上、どの業種の納税者が税務当局に期末未控除税額の還付を申請できるか？同政策を

適用するには、どのような要件が必要であるか？ 

回答： 

「増値税期末未控除税額還付政策の整備に関する公告」（財政部・税務総局公告 2025 年第 7 号）

に基づき、増値税期末未控除税額還付政策の適用対象となる業種および適用要件は以下のとおりで

ある。なお、同規定は 2025 年 9 月 1 日より施行されることとなり、2025 年 9 月 1 日以前に税務当

局が受理済みで未処理の未控除税額の還付申請については、従来の規定に従って処理される。 

 

➢ 期末未控除税額還付政策の適用対象となる業種および税務処理方法 

 

出所：「財政部・税務総局公告 2025 年第 7 号」に基づき、上海徳勤税務師事務所有限公司大連分所整理 
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➢ 期末未控除税額還付政策の適用要件 

 

出所：「財政部・税務総局公告 2025 年第 7 号」に基づき、上海徳勤税務師事務所有限公司大連分所整理 

 

 

5. 貸付サービスおよび貸付に直接関連する費用の仕入増値税額は控除可能であるか？ 

回答： 

現行の有効な法規「財税〔2016〕36 号」の規定によると、貸付サービスおよび当該貸付に直接関

連する投資融資コンサルティング料、手数料、相談料などの費用について、その仕入増値税額は売

上増値税額から控除することができない。 

貸付サービスの仕入増値税額を控除対象に含めるかどうかは、増値税の立法過程において大きな

注目を集めた。2026 年 1 月 1 日に発効する増値税法で列挙された「控除してはならない仕入増値税
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額」に当てはまる項目には、貸付サービスの仕入増値税額は含まれていないが、「増値税法実施条例

（意見募集稿）」第 20 条では、「納税者が貸付サービスの提供を受けた場合の対価、および貸付者に

支払った当該貸付と直接関連する投資・融資顧問料、手数料、コンサルティング料等の費用につい

ては、その仕入増値税額を売上増値税額から控除してはならない」と規定されており、現行政策

「財税〔2016〕36 号」の規定を引き継いでいる。「増値税法実施条例」は現在、意見募集稿の段階

にあり、正式な法規はまだ公布されていないため、企業が増値税法実施条例の後続の公布に密接に

注目することを提案する。 

 

 

6. 混合用途の個別資産については、仕入増値税額の控除はどのように行われるのか？ 

回答： 

現行の有効な法規「財税〔2016〕36 号」の規定に基づき、簡易課税方式適用項目、増値税徴収免

除項目、団体福利または個人消費に兼用する固定資産、無形資産、不動産（以下、「長期資産」）に

ついて、その仕入増値税額を全額で控除することができる。 

混合用途4の個別資産については、「増値税法実施条例（意見募集稿）」第 26条は、現行政策を一部

見直し、個別長期資産の取得原価が 500 万元を超えるか否かによって、仕入増値税額控除の取り扱

いを区分している。取得原価が 500 万元以下の場合、現行政策どおり、全額控除が認められるが、

取得原価が 500 万元超の場合、購入時にいったん仕入増値税額を全額控除し、そして減価償却また

は償却の年数に基づき年次で調整（振替処理）する。 

混合用途の個別長期資産の金額 仕入増値税額 

500 万元以下 全額控除 

500 万元超 いったん全額控除し、年次で調整（振替処理） 

➢ 事例 

B 社は一般納税者で、7 階建てのビルを購入した。そのうち 1 階は事務用、ほかの階は社員食堂と

寮として利用されている。取得価額は 700 万元（税抜き）、税額は 63 万元、税率は 9%である。減価

償却年数は 20 年、残存価額はゼロとし、定額法により減価償却が行われる。 

 
4 一般課税方式適用項目にも、5 種類の控除対象外項目とされる簡易課税、増値税免除項目、非課税取引、団体福利または個人消費にも使

用される。 
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資産用途 資産金額 税額 控除可能な仕入増値税額 

一般課税方法適用項目 100 万元 9 万元 9 万元 

団体福利 600 万元 54 万元 

初年度に 54万元を控除し、減価

償却年数 20年に基づき、その後

毎年 2 万 7,000 元を調整（振替

処理） 

「増値税法実施条例（意見募集稿）」第 26 条は、一定の程度で投資奨励に向けた増値税政策の方

向性を反映しており、500万元以上の設備更新や無形資産投資など混合用途に使用される場合にのみ、

比例で振替処理が必要となる。納税者は、これにより増値税の計算のコンプライアンス要求の増加

や、「個別長期資産」の判定方法など、争点となり得る事項に引き続き注意する必要がある。上述し

たとおり、「増値税法実施条例」は現在、意見募集稿の段階にあり、正式な法規はまだ公布されてい

ないため、企業が増値税法実施条例の後続の公布に密接に注目することを提案する。 

 

 

7. 輸出貨物および越境サービス販売の免税申告の最終期限はいつか？ 

回答： 

輸出貨物および越境サービス販売の免税申告の最終期限について、現行の法規には具体的な規定

はない。2026年 1月 1日に発効する増値税法第 33条の規定に基づき、納税者は貨物を輸出するか、

国境を越えてサービス、無形資産を販売し、ゼロ税率を適用する場合、所轄税務機関に増値税の還

付（免除）の申告しなければならない。増値税の還付（免除）の具体的な方法は、国務院が制定す

る。 

ただし、「増値税法実施条例（意見募集稿）」第 51 条および第 52 条には、「納税者が貨物輸出、越

境のサービスまたは無形資産販売にあたり、増値税等の還付（免除）の適用を受ける場合でも、輸

出通関日から 36 カ月以内に当該還付（免除）の申告を行わなかったときは、国内で当該貨物を販売

したものとみなす」と規定されている。 

本条項は、現行法令・政策上、かかる取引に係る増値税等の還付（免除）または増値税の免除の

最終申告期限に関する規定がなかったという制度上の空白を埋めるものとなっている。企業は増値

税法実施条例の公布に密接に注目することを提案する。今後、増値税法実施条例（意見募集稿）の

第 51 条および第 52 条のとおりに施行されれば、これらの貨物輸出または越境取引に従事する納税
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者は、所定の期限内に申告作業を確実に完了させることが不可欠となる。そうでなければ、増値税

等の還付（免除）または増値税の免除の適用を受けることができなくなる。 

 

 

三、 その他 

 

8. 「中華人民共和国租税徴収管理法（改正意見募集稿）」の要点は何か？ 

 

回答： 

国家税務総局・財政部は 2025 年 3 月 28 日に、「中華人民共和国租税徴収管理法（改正意見募集

稿）」（以下、「意見募集稿」）を公表し、社会からの意見を募集した。今回公表された「意見募集稿」

は全 106 条からなり、現行の法的枠組みを維持した上で、16 条が新設、4 条が削除、69 条が実質的

に修正されている。以下では、現行の租税徴収管理法と比較した「意見募集稿」の変更点を取り上

げるとともに、業界で広く注目されている事項と併せてまとめた。 
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出所：「中華人民共和国租税徴収管理法（改正意見募集稿）」に基づき、上海徳勤税務師事務所有限公司大連分所整理 

 


